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鎌倉市基本構想「鎌倉ビジョン 2034」・鎌倉市基本計画「鎌倉ミライ共創プラン 2030」資料編 

 

 鎌倉ビジョン 2034 及び鎌倉ミライ共創プラン 2030 で示す方針等の背景となるデータや資料を

まとめたものです。 

 

１ 人口 

(1) 現状 

本市の人口は、昭和60年（1985年）の175,495人（国勢調査結果（10月１日時点）。以

下、令和２年（2020年）まで同じ。）から、平成２年（1990年）には174,307人まで減少

し、その後、減少傾向が続くと見込んでいました。 

しかしながら、平成13年（2001年）の167,435人を底に、以降増加傾向に転じ、平成22年

（2010年）には174,314人まで増加しました。その後は、再度減少傾向となっていますが、

大幅な減少には至らず、令和２年（2020年）には172,710人、令和６年（2024年）には

170,206人となっています。 

そして、年齢構成を見ると、平成27年（2015年）には生産年齢人口割合が57.4％と60％を

下回る一方、老年人口割合は30.6％と30％を上回り、令和２年（2020年）においても、生産

年齢人口割合は57.5％、老年人口割合は31.1％となっています。 

次に、人口増減の要因ですが、社会増減については、平成27 年（2015 年）以降、特に20

歳代の転出超過に対する30歳代・40歳代の転入超過により、転入者数が転出者数を上回る社

会増となっています。ただし、この転入超過数も、令和２年（2020年）をピークに減少傾向

にあり、特に周辺大都市からの転入者数は令和３年（2021年）をピークに減少傾向となって

います。 

他方、自然増減については、死亡数が出生数を上回る自然減が続いており、特に平成22年

（2010年）以降は、その差が拡大傾向にあります。 
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図表 1-(1)-① 鎌倉市の人口動向（総人口・世帯数） 

 

資料）人口と世帯の推移 

 

図表 1-(1)-② 鎌倉市の人口動向（年齢３区分人口・年齢３区分構成比） 
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図表 1-(1)-③ 自然増減の推移 

 
資料）厚生労働省「人口動態調査」 

 

図表 1-(1)-④ 社会増減の推移 

 

資料）総務省「住民基本台帳移動報告」 
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(2) 将来推計 

  ア 推計方法 

 自然増減 社会増減 

死亡 出生 移動率 開発ｲﾝﾊﾟｸﾄ 

社人研準拠推計 

（１(3)ウ） 

▶～2050 年 

社人研が算出した 

仮定値 

▶2050→2055 年～ 

社人研仮定値の 

2040→2045 年と 

2045→2050 年の 

変動分の平均値 

▶～2050 年 

社人研が算出した 

仮定値 

▶2050→2055 年～ 

2050 年の値 

▶母親年齢 

20～44 歳 

▶～2050 年 

社人研が算出した 

仮定値 

▶2050→2055 年～ 

社人研仮定値の 

2045→2050年の値 

－ 

社人研準拠＋ 

開発ｲﾝﾊﾟｸﾄ推計 

（１(3)エ） 

▶深沢跡地 

2,500 人 

希望出生率 

達成推計 

（１(3)オ） 

▶合計特殊出生率 

2065 年までに 

希望出生率※1.65 

を達成 

※ 希望出生率については、４(2)参照。 

 

イ 推計結果（全体） 

各推計結果においても、2025 年以降、人口は単調に減少することが見込まれます。社人

研準拠推計では、2060 年に 15万人を下回り、社人研準拠＋開発インパクト推計では、2065

年に 15 万人を下回る見込みです。希望出生率達成推計は、最も減少幅が緩やかであり、

2065 年にも 16万人を維持する見込みです。 

図表 1-(2)-イ-① 各推計結果 
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ウ 社人研準拠推計 

社人研準拠推計結果では、2045 年に 16 万人を下回り、2065 年に約 14.5 万人となる見込

みです。 

年齢３区分別にみると、年少人口は、2025 年以降減少し、2040 年にいったん増加するも

のの再び減少し、2065 年の年齢区分構成比は 9.7％（2020 年比－1.7 ポイント）に低下し

ます。生産年齢人口は、2025 年以降減少し、2065 年の年齢区分構成比は 52.2％（2020 年

比－5.3 ポイント）に低下します。老年人口は、2025 年以降増加し、その後 2045 年をピー

クとして減少し、2065 年の年齢区分構成比は 38.1％（2020 年比＋7.0 ポイント）に上昇し

ます。 

図表 1-(2)-ウ-① 社人研準拠推計結果（人口、世帯数） 
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図表 1-(2)-ウ-② 社人研準拠推計結果（年齢３区分人口・年齢３区分構成比） 
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図表 1-(2)-ウ-③ 社人研準拠推計結果（５地域別推計結果） 
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エ 社人研準拠＋開発インパクト推計 

社人研準拠＋開発インパクト推計結果では、2050年に 16万人を下回り、2065 年に約 14.7

万人となる見込みです。 

年齢３区分別にみると、年少人口は、2025 年以降減少し、2040 年にいったん増加するも

のの再び減少し、2065 年の年齢区分構成比は 9.7％（2020 年比－1.7 ポイント）に低下し

ます。生産年齢人口は、2025 年以降減少し、2065 年の年齢区分構成比は 52.4％（2020 年

比－5.1 ポイント）に低下します。老年人口は、2025 年以降増加し、その後 2045 年をピー

クとして減少し、2065 年の年齢区分構成比は 37.9％（2020 年比＋6.8 ポイント）に上昇し

ます。 

図表 1-(2)-エ-① 社人研準拠＋開発インパクト推計結果（人口、世帯数） 
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図表 1-(2)-エ-② 社人研準拠＋開発インパクト推計結果（年齢３区分人口・年齢３区分構成比） 
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図表 1-(2)-エ-③ 社人研準拠＋開発インパクト推計結果（５地域別推計結果） 
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オ 希望出生率達成推計 

希望出生率達成推計では、2025 年以降減少はするものの、減少幅は緩やかであり、2065

年に約 16.1 万人と、2020 年からは約１万人の減少に留まり、16 万人を維持できる見込み

です。 

年齢３区分別にみると、年少人口は、2030 年にかけて減少しますが、その後回復に転じ、

2050 年には 2020 年の水準を超え、2065 年には約 2.2 万人、年齢区分構成比は 13.5％

（2020 年比＋2.1 ポイント）に上昇します。生産年齢人口は、2025 年以降、2050 年にかけ

て減少しますが、その後 2060 年にかけて増加し、2065 年には再度減少に転じます。増加、

減少を繰り返し、2065 年の年齢区分構成比は 52.0％（2020 年比－5.5 ポイント）に低下し

ます。老年人口は、2025 年以降増加し、その後 2045 年をピークとして減少し、2065 年の

年齢区分構成比は 34.6％（2020 年比＋3.5 ポイント）に上昇します。 

図表 1-(2)-オ-① 希望出生率達成推計結果（人口、世帯数） 
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図表 1-(2)-オ-② 希望出生率達成推計結果（年齢３区分人口・年齢３区分人口構成比） 
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図表 1-(2)-オ-③ 希望出生率達成推計結果（５地域別推計結果） 

 

 

(3) 課題 

国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）が算出した仮定値に基づく今

後の本市の人口見込み（１(2)ウ 社人研準拠推計）では、人口の維持・増加は見込めず、

向こう40年の間に15万人を下回る見込みです。 

そして、年齢構成も、団塊ジュニア世代が65歳を迎え、全国の総人口に占める老年人口の

割合が35％に達すると試算されている2040年には、本市の老年人口割合は約37％まで増加す

る一方、生産年齢人口は約53％まで減少すると見込んでいます。 
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２ 土地利用 

(1) 現状 

本市は約3,966haの市域のうち、約2,569haが市街化区域、約1,384haが市街化調整区域で

あり、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和41年（1966年）法律第１

号）に基づく歴史的風土保存区域が約989ha（このうち歴史的風土特別保存地区が約

573.6ha）、首都圏近郊緑地保全法（昭和41年（1966年）法律第 101 号）に基づく近郊緑地

保全区域が約294ha（このうち近郊緑地特別保全地区が約131ha）、都市緑地法（昭和48年

（1973年）法律第 72 号）に基づく特別緑地保全地区が約49.4ha であり、土地利用の制限

等により環境が保全されている地域が合計で市域の約３分の１の面積を占めています。 

また、都市計画法（昭和41年（1966年）法律第100号）に基づく用途地域では、第一種低

層住居専用地域が約1,294ha、第一種中高層住居専用地域が約515ha、第二種中高層住居専用

地域が約1.7ha、第一種住居地域が約268ha、第二種住居地域が約108ha、準住居地域が約

23haと、住宅系用途地域が用途地域指定済地域の大部分を占めており、また、市街化区域の

９割弱を占めています。そして、実際の土地利用においても、住宅系用地が増加していま

す。 

他方、鎌倉駅や大船駅周辺では、商業系用途地域を、柏尾川の両岸や大船駅東側などで

は、工業系用途地域を指定しています。  
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図表 2-(1)-① 用途別土地利用の現状 

図表 2-(1)-② 用途別土地利用の面積 
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(2) 課題 

平成17年（2005年）以降、土地利用の用途別面積として、住宅系用地、文教・厚生用地、

空地が増加している一方、農地、山林、業務・商業施設用地、工業・運輸用地が減少してお

り、企業の工場等の流出による産業活力の低下などが懸念されています 。 

また、平成20年（2008年）に9.3％であった空き家率は、平成30年（2018年）に11.7％に

上昇しており、地域コミュニティの希薄化にもつながっています。 
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図表 2-(2)-① 用途別土地利用面積の推移 

図表 2-(2)-② 総住宅数・空き家数（空き家率）の推移 
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３ 施策の体系 
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４ 各種調査結果 

(1) 市民アンケート調査 

  ア 調査について 

(ｱ) 目的 

     鎌倉市の暮らしやすさや、市民の皆様の幸福度・満足度を把握するため、LWCI（Liveable 

Well-Being City 指標）に基づくアンケート調査を実施しました。 

   (ｲ) 調査対象 

     令和５年（2023 年）７月 13 日時点で住民基本台帳に記載された満 18 歳以上の市民

2,000 人(無作為抽出) 

   (ｳ) 調査期間 

     令和５年（2023 年）８月４日から８月 28 日まで 

(ｴ) 調査内容 

     以下の項目をアンケート調査により把握しました。 

Ⅰ．回答者属性（性別、年齢、職業、居住年数、居住地域） 

Ⅱ．幸福度・満足度について（自身の幸福感、地域への満足度 等） 

Ⅲ．地域の生活環境について（医療福祉、子育て・教育、買い物、住宅環境、行政、

行政サービス、まちなみ、公共空間、環境、防災 等） 

Ⅳ．地域の人間関係について（地域とのつながり、多様性、寛容性 等） 

Ⅴ．自身の状態や考えについて（自己効力感、健康状態、文化・芸術、教育機会の豊

かさ、雇用・所得、事業創造 等） 

   (ｵ) 調査方法 

     調査票を郵送配布し、調査票返送、WEB 回答の併用により回収 
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イ LWCI について 

    一般社団法人スマートシティ・インスティテュートにより設定された Liveable Well-

Being City 指標1の略称であり、客観指標と主観指標で構成されています。 

図表 4-(1)-イ-① LWCI の客観指標(1) 

 

資料）デジタル庁/一般社団法人スマートシティ・インスティテュート「地域幸福度（Well Being） 

指標活用ガイドブック」（以下図表 3-(2)-②、③も同様） 

図表 4-(1)-イ-② LWCI の客観指標(2) 

 
 

 
1 一般社団法人スマートシティ・インスティテュートが開発した地域幸福度（Well-Being）指標であり、「客観

指標と主観指標のデータをバランスよく活用し、市民の「暮らしやすさ」と「幸福感（Well-Being）」を指標

で数値化可視化したもの」とされています。（引用：デジタル庁／一般社団法人スマートシティ・インスティ

テュート「地域幸福度（Well Being）指標活用ガイドブック」） 
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図表 4-(1)-イ-③ LWCI の主観指標 
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ウ 調査結果（概要） 

   (ｱ) 回答者属性 

     回答者数は 1,015 名（回収率：50.75％）で、回答者の構成は、性別では女性（54.3％）、

年齢では75歳以上（22.0％）、職業では会社員（28.3％）、居住年数では10年以上（76.7％）、

居住地域では鎌倉地域（25.9％）が、それぞれ最も多い回答者となりました。 

図表 4-(1)-ウ-(ｱ)-① 回答者属性の割合一覧 

 

 

(ｲ) 幸福度・満足度について 

    「あなたの現在の幸福度」「町内の人々の幸福度」「あなたの５年後の幸福度」につい

て、０pt（幸福でない）～10pt（幸福である）で評価を尋ねたところ、「あなたの現在

の幸福度」は８pt（26.1％）、「町内の人々の幸福度」は７pt（26.7％）、「あなたの５年

後の幸福度」は８pt（19.8％）が、それぞれ最も高い結果となりました。また、６pt

以上の合計が最も多いのは「あなたの現在の幸福度」でした。 

図表 4-(1)-ウ-(ｲ)-① 現在の幸福度 

 

 

  



資料編 

25 

(ｳ) 主観因子について 

「生活環境」「地域の人間関係」「自分らしい生き方」の３つの視点で構成される計

24 因子に対応について、主観因子得点を算出2しました。 

ａ 地域の生活環境について 

生活環境因子に関しては、「自然の恵み（3.84）」「公共空間（3.73）」「自然景観（3.71）」

で得点が高く、「遊び・娯楽（2.24）」「デジタル生活（2.63）」「地域行政（2.77）」で

得点が低くなっています。 

ｂ 地域の人間関係について 

地域の人間環境因子に関しては、「地域とのつながり」が 3.28 である一方、「多様

性と寛容性」は 2.55 となっています。 

     ｃ 自身の状態や考えについて 

自分らしい生き方因子については、「健康状態（3.77）」「文化・芸術（3.63）」で得

点が高く、「雇用・所得（2.45）」「事業創造（2.56）」で得点が低くなっています。 

図表 4-(1)-ウ-(ｳ)-① 視点ごとの因子の得点 

 

 

因子 得点 

地域とのつながり 3.28 

多様性と寛容性 2.55 

 

  

 
2 アンケートでは、主観評価指標に対応した設問について「まったくあてはまらない」～「非常にあてはまる」

の５段階で回答してもらいました。調査結果の分析にあたって、「まったくあてはまらない」を１pt、「あま

りあてはまらない」を２pt、「どちらともいえない」を３pt、「ある程度あてはまる」を４pt、「非常にあて

はまる」を５pt とし、指標ごとの平均値を主観評価指標の得点として算出しました。 

その後、LWCI の因子ごとの分析を行うため、LWCI の因子ごとに対応する各主観評価指標の得点の平均値を

「主観因子得点」として算出しています。 

ａ 生活環境因子 ｃ 自分らしい生き方因子 

ｂ 地域の人間関係因子 
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ｄ 他自治体との比較について 

全国の LWCI の平均値、標準偏差に基づき鎌倉市の主観因子得点の偏差値を算出

し、鎌倉市と他自治体との比較3を行ったところ、生活環境因子では「住宅環境」「公

共空間」「都市景観」「自然景観」「自然の恵み」「環境共生」、地域の人間関係因子で

は「地域とのつながり」、自分らしい生き方因子では「自己効力感」「健康状態」「文

化・芸術」において、比較対象とした 17 自治体の平均値に比べて偏差値が高くな

っています。 

図表 4-(1)-ウ-(ｳ)-d-① 視点ごとの因子の得点 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
3 地域性が共通する「東京圏」で、財政規模（一般会計当初予算額）が同等程度の自治体及び鎌倉市の周辺自治

体、鎌倉市との転出入数上位自治体のうち、市が比較対象として選定した団体を「ベンチマーク自治体」とし

て設定しました。ベンチマーク自治体は以下の通りです。 

神奈川県（８団体）：平塚市、茅ヶ崎市、小田原市、秦野市、海老名市、座間市、藤沢市、大磯町 

埼玉県（２団体） ：上尾市、熊谷市 

千葉県（２団体） ：浦安市、八千代市 

東京都（８団体） ：千代田区、港区、品川区、目黒区、世田谷区、武蔵野市、日野市、多摩市 

なお、上尾市、武蔵野市は主観指標のサンプル数が 20 未満であること、また、大磯町は主観指標データがな

いことから、これら２市１町は主観指標の比較から除外しています。 

ａ 生活環境因子の偏差値 ｂ 人間関係因子／ｃ 自分らしい生き方因子の偏差値 
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(ｴ) 客観因子と主観因子の比較について 

主観因子得点の偏差値と、一般社団法人スマートシティ・インスティテュートが公

表する令和５年度 Well-being アンケートダッシュボードの客観指標に基づく偏差値

の比較を行ったところ、以下の 10因子で、客観指標に基づく偏差値に比べ、主観指標

に基づく偏差値が５ポイント以上高い結果となり、これらの因子は客観的な市の状況

に比べて市民の評価は高いといえます。 

図表 4-(1)-ウ-(ｴ)-① 客観指標に基づく偏差値に比べ、主観指標に基づく偏差値が５ポイント以上高い因子 

因子 
子育て 住宅環境 公共空間 自然景観 自然の恵み 環境共生 

客観 主観 客観 主観 客観 主観 客観 主観 客観 主観 客観 主観 

偏差値 46.7 54.1 48.6 57.2 53.0 67.4 41.6 72.0 45.4 66.4 56.6 72.5 

因子 
地域とのつながり 自己効力感 健康状態 文化・芸術  

客観 主観 客観 主観 客観 主観 客観 主観 

偏差値 53.8 73.0 50.3 80⤴ 64.0 80⤴ 63.4 72.9 

      

     一方で、以下の９因子においては、客観指標に基づく偏差値に比べ、主観指標に基づ

く偏差値が５ポイント以上低い結果となり、これらの因子は客観的な市の状況に比べて

市民の評価が低いといえます。 

図表 4-(1)-ウ-(ｴ)-② 客観指標に基づく偏差値に比べ、主観指標に基づく偏差値が５ポイント以上低い因子 

因子 
買物・飲食 移動・交通 遊び・娯楽 地域行政 デジタル生活 事故・犯罪 

客観 主観 客観 主観 客観 主観 客観 主観 客観 主観 客観 主観 

偏差値 49.4 39.9 53.0 43.9 47.8 33.5 50.2 36.0 54.2 35.8 55.1 47.4 

因子 
多様性と寛容性 雇用・所得 事業創造  

客観 主観 客観 主観 客観 主観 

偏差値 57.5 38.7 49.9 35.6 51.5 39.9 
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(2) 希望出生率の算出に係る調査 

ア 希望出生率について 

希望出生率とは、結婚、妊娠・出産、子育ての希望がかなう場合に想定される出生率で

あり、2015 年に国が掲げた出生率の目標を指します。 

希望出生率の算出式は国によって示されており、鎌倉市も同様の算出式を採用していま

す。 

今回実施した調査により算出した鎌倉市の希望出生率は 1.65 となりました。 

希望出生率 ＝（有配偶者割合×夫婦の予定子ども数＋独身者割合×独身者のうち

結婚を希望する者の割合×独身者の希望こども数）×離死別等の影響 ＝ 1.65 

 

項目 活用データ 数値4 

有配偶者割合 
総務省統計局「国勢調査（令和２（2020）年）」における鎌倉

市の 20 歳～34 歳の有配偶者の割合（女性）。 
26.8% 

夫婦の予定子ども数 
今回のアンケート調査の結果（18 歳～49 歳女性の既婚者

の予定子ども数）。 
1.84 人 

独身者割合 １－有配偶者割合によって算出。 73.2% 

独身者のうち結婚を

希望する者の割合 

今回のアンケート調査の結果（18 歳～34 歳女性独身者の

うち「結婚を希望する」旨の回答した割合を調査）。 
83.9% 

独身者の希望子ども

数 

今回のアンケート調査の結果（18 歳～34 歳の女性独身者

のうち「結婚を希望する」旨の回答した者の希望子ども数）。 
1.98 人 

離死別等の影響 

国立社会保障人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5

（2023）年４月推計）」における出生中位の家庭に用いられ

た離死別等の影響。 

0.966 

希望出生率 上記の項目により算出 1.65 

 

    

  

 
4 アンケート調査の単純集計と集計対象となる年齢が異なるため、本表と本文の数値が一致しない箇所がある。 
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イ 調査について 

(ｱ) 対象 

令和６年（2024 年）４月１日時点で住民基本台帳に記載された満 18歳以上 49歳以下

の市民（女性）2,000 人（無作為抽出） 

(ｲ) 調査期間 

令和６年（2024 年）６月３日から６月 24 日まで 

   (ｳ) 調査方法 

調査票を郵送配布し、調査票返送、WEB 回答の併用により回収 

(ｴ) 調査内容 

以下の項目をアンケートで把握しました。 

Ⅰ．回答者属性（年齢、婚姻状況） 

＜婚姻状態にある方への質問＞ 

Ⅱ．理想的な子どもの人数 

Ⅲ．予定している子どもの人数 

Ⅳ．理想的な子どもの人数が予定している子どもの人数よりも少ない理由 

≪婚姻状態にない方への質問≫ 

Ⅴ．今後の結婚に対する考え 

Ⅵ．結婚後にほしい子どもの人数 
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ウ 調査結果（概要） 

(ｱ) 回答者属性 

回答者数は 922 名（回収率：46.1％）で、回答者の構成は、10 代 4.1％、20代 17.8％、

30 代 31.2％、40 代 46.9％でした。 

また、回答者のうち、既婚者が 63.3％、未婚者が 32.9％、離別・死別が 3.3％でした。 

図表 4-(2)-ウ-(ｱ)-① アンケート調査回答者の年代 

 

図表 4-(2)-ウ-(ｱ)-② アンケート調査回答者の婚姻状態 

 

 

n=922 

n=922 
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(ｲ) 理想的な子どもの人数・予定している子どもの人数 

既婚者に理想的な子どもの人数を聞いたところ、２人が最も多く（48.4％）、次い

で３人（34.5％）、１人（5.2％）となりました。「現時点ではわからない」及び

「回答したくない」を除いて集計すると、既婚者の理想的な子どもの人数の平均は

2.34 人となりました。 

他方で、既婚者の予定している子どもの人数の平均は 1.84 人となり、理想的な子

どもの人数の平均よりも 0.5 人少ない結果となりました。 

図表 4-(2)-ウ-(ｲ)-① 理想的な子どもの人数（既婚者） 

 

図表 4-(2)-ウ-(ｲ)-② 予定している子どもの人数（既婚者） 

 
        

 

  

n=579 

n=579 



資料編 

32 

(ｳ) 理想的な子どもの人数が予定している子どもの人数よりも少ない理由 

予定している子どもの人数が、理想的な子どもの人数よりも少ない回答者に対して、

その理由を尋ねたところ、「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」（75.8％）が最

も多く、次いで、「高年齢で産むのは不安だから」（40.8％）、「これ以上､育児の心

理的､肉体的負担に耐えられないから」（30.0％）が理由として挙げられました。 

 

 

 

 

 

 

  

2 

21 

15 

22 

24 

26 

30 

33 

46 

60 

63 

72 

98 

182 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

無回答

その他

末子が配偶者の定年退職までに成人してほしいから

配偶者が望まないから

健康上の理由から

子どもがのびのび育つ環境ではないから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから

配偶者の家事･育児への協力が得られないから

欲しいが授からないから

家が狭いから

自分の仕事に差し支えるから

これ以上､育児の心理的､肉体的負担に耐えられないから

高年齢で産むのは不安だから

子育てや教育にお金がかかりすぎるから

図表 4-(2)-ウ-(ｳ)-① 持つ予定の子どもの人数が、理想的な子どもの人数より少ない理由 

（当てはまるものすべて） 

n=240 
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(ｴ) 今後の結婚に対する考え・結婚後にほしい子どもの人数 

独身者（未婚又は離別・死別）に、今後の結婚に対する考えを尋ねたところ、「現

時点ではわからない」が最も多く（44.4％）、次いで「いずれ結婚するつもり」

（39.3％）、「結婚するつもりはない」（14.8％）となりました。 

「いずれ結婚するつもり」と回答した独身者に対して、結婚後に欲しい子どもの人

数を尋ねたところ、「２人」が最も多く（56.2%）、次いで、「３人」（13.8％）、「現時

点ではわからない」（13.1％）となりました。「現時点ではわからない」及び「回答し

たくない」、「無回答」を除いて集計すると、平均は 1.94 人となりました。 

図表 4-(2)-ウ-(ｴ)-① 今後の結婚に対する考え（独身者） 

 

図表 4-(2)-ウ-(ｴ)-② 結婚後に欲しい子どもの人数（独身者） 

 
 

  

n=331 

n=130 
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５ 市民参画 

 (1) 鎌倉こどもミライミーティング 

  ア 日時及び場所 

   (ｱ) １回目 

令和６年（2024 年）５月 19 日（日）午前 10時 30 分から正午まで  

MUJIcom メトロポリタン鎌倉 

   (ｲ) ２回目 

令和６年（2024 年）５月 19 日（日）午後１時 30分から午後３時まで 

MUJIcom メトロポリタン鎌倉 

  イ 参加者 

  市内在住又は在学の小学生及び中学生の中から応募のあった 21 名（１回目は 13 名、２

回目は８名） 
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ウ 結果 

図表 5-(1)-ウ-① こどもミライミーティング１回目（午前の部）の結果 

 

  

図表 5-(1)-ウ-② こどもミライミーティング２回目（午後の部）の結果 
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(2) 市民ワークショップ「わたしたちが描く みらいの鎌倉」 

ア 第１回「鎌倉への想いを聞く」 

(ｱ) オンライン意見聴取 

  ａ 意見聴取期間 

令和６年４月 26 日（金）から令和６年５月 12 日（日）まで 

  ｂ 意見数 

    計 28 件（問１は 19件、問２は９件） 

(ｲ) 市民ワークショップ「わたしたちが描く未来の鎌倉」 

    ａ 日時及び場所 

(a) 鎌倉会場 

令和６年５月 18 日（土）午後２時から午後４時まで 

鎌倉市役所講堂      

(b) 大船会場 

令和６年５月 26 日（日）午後２時 30 分から午後４時 30分まで 

玉縄学習センター分室第３集会室 

    ｂ 参加者 

市内在住の小学生以上の方で参加を申し込んだ市民 70名のうち、 

(a) 鎌倉会場 31 名 

      (b) 大船会場 18 名 
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(ｳ) 結果 

 図表 5-(2)-ア-(ｳ)-① 「かまくらの『「いいね」と思うところ（強いところ）』は？」の結果 

 

図表 5-(2)-ア-(ｳ)-② 「かまくらの『「もう少し」と思うところ（弱いところ）』は？」の結果 
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図表 5-(2)-ア-(ｳ)-③ 「かまくらの『キャッチフレーズ』は？」の結果 
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イ 第２回「理想の鎌倉を想い描く」 

(ｱ) オンライン意見聴取 

 ａ 意見聴取期間 

令和６年６月３日（月）から令和６年６月 16 日（日）まで 

  ｂ 意見数 

    計 19 件（問１は 11件、問２は８件） 

(ｲ) 市民ワークショップ「わたしたちが描く未来の鎌倉」 

    ａ 日時及び場所 

(a) 大船会場 

令和６年６月 23 日（日）午後２時から午後４時まで 

鎌倉芸術館会議室１ 

(b) 鎌倉会場 

令和６年６月 29 日（土）午後２時から午後４時まで 

鎌倉市役所全員協議会室 

    ｂ 参加者 

市内在住の小学生以上の方で参加を申し込んだ市民 70名のうち、 

(a) 大船会場 26 名 

     (b) 鎌倉会場 15 名 
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(ｳ) 結果 

 図表 5-(2)-イ-(ｳ)-① 「10 年後のかまくらに必要なこと、ものは？」のオンライン意見聴取の結果 

 

図表 5-(2)-イ-(ｳ)-② 「10 年後のかまくらに必要なこと、ものは？」の市民ワークショップの結果 
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 図表 5-(2)-イ-(ｳ)-③ 「10 年後、どんなかまくらになってほしい？」のオンライン意見聴取の結果 

 

図表 5-(2)-イ-(ｳ)-④ 「10 年後、どんなかまくらになってほしい？」の市民ワークショップの結果 
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ウ 第３回「具体的にイメージする」 

(ｱ) オンライン意見聴取 

   ａ 意見聴取期間 

令和６年７月１日（月）から令和６年７月 15 日（月・祝）まで 

  ｂ 意見数 

    計 72 件（問１は 62件、問２は 10件） 

(ｲ) 市民ワークショップ「わたしたちが描く未来の鎌倉」 

    ａ 日時及び場所 

(a) 鎌倉会場 

令和６年７月 20 日（土）午前 10 時から午前 12 時まで 

鎌倉生涯学習センター第 6集会室 

(b) 大船会場 

令和６年７月 28 日（日）午前 10 時から午前 12 時まで 

玉縄学習センター分室第３集会室 

ｂ 参加者 

市内在住の小学生以上の方で参加を申し込んだ市民 70名のうち、 

(a) 鎌倉会場 14 名 

     (b) 大船会場 15 名 
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(ｳ) 結果 

  図表 5-(2)-ウ-(ｳ)-① 「５年後に向けてこんな施策に取り組んでほしい、取り組みたい」の結果 

 

 

図表 5-(2)-ウ-(ｳ)-② 「５年後の施策目標を考えよう」のオンライン意見聴取の結果(1) 

 

 

 

 

 

 



資料編 

44 

図表 5-(2)-ウ-(ｳ)-③ 「５年後の施策目標を考えよう」のオンライン意見聴取の結果(2) 

 

 

図表 5-(2)-ウ-(ｳ)-④ 「５年後の施策目標を考えよう」のオンライン意見聴取の結果(3) 
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 図表 5-(2)-ウ-(ｳ)-⑤ 「５年後の施策目標を考えよう」の市民ワークショップの結果(1) 

 

 

図表 5-(2)-ウ-(ｳ)-⑥ 「５年後の施策目標を考えよう」の市民ワークショップの結果(2) 
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図表 5-(2)-ウ-(ｳ)-⑦ 「５年後の施策目標を考えよう」の市民ワークショップの結果(3) 

 

 

図表 5-(2)-ウ-(ｳ)-⑧ 「５年後の施策目標を考えよう」の市民ワークショップの結果(4) 
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図表 5-(2)-ウ-(ｳ)-⑨ 「５年後の施策目標を考えよう」の市民ワークショップの結果(5) 

 

 

図表 5-(2)-ウ-(ｳ)-⑩ 「５年後の施策目標を考えよう」の市民ワークショップの結果(6) 
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図表 5-(2)-ウ-(ｳ)-⑪ 「５年後の施策目標を考えよう」の市民ワークショップの結果(7) 

 

 

図表 5-(2)-ウ-(ｳ)-⑫ 「５年後の施策目標を考えよう」の市民ワークショップの結果(8) 
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６ 鎌倉市総合計画条例 

〇鎌倉市総合計画条例 

平成 24 年６月 29 日条例第１号 

改正 

平成 24 年９月 27 日条例第 12号 

鎌倉市総合計画条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、本市の総合計画に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 総合計画 基本構想、基本計画及び実施計画を総称する。 

⑵ 基本構想 まちづくりの基本理念並びに将来都市像とその実現に向けた将来目標及びそ

の方向性を示すものをいう。 

⑶ 基本計画 基本構想を実現するための政策又は施策の体系及びその方針を示すものをい

う。 

⑷ 実施計画 基本計画で示される方針を計画的かつ効果的に実施していくための具体的な

事業概要を示すものをいう。 

（計画の策定） 

第３条 市長は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとす

る。 

（市政運営の基本方針） 

第４条 市は、その事務を処理するに当たっては、基本構想に即して行うものとする。 

（総合計画審議会） 

第５条 市長の附属機関として、鎌倉市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画の策定その他その実施に関する基本的事項又は重

要事項を調査審議するものとする。 

３ 審議会は、総合計画の策定その他その実施に関する事項について、市長に意見を述べるこ

とができる。 

４ 審議会は、委員 15人以内をもって組織する。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 市教育委員会委員 

⑵ 市農業委員会委員 

⑶ 公共団体又は公共的団体の代表者 

⑷ 学識経験を有する者 

⑸ 市民 

６ 委員の任期は、審議会の所掌事務の処理が終わるまでの期間とする。 
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７ 第５項の規定による身分又は資格に基づいて委員に委嘱された者がその身分又は資格を失

ったときは、委員を辞したものとみなす。 

８ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（審議会への諮問） 

第６条 市長は、基本構想又は基本計画を策定し、又は変更するときは、審議会に諮問するも

のとする。 

（意見の聴取） 

第７条 市長は、基本構想又は基本計画を策定し、又は変更するときは、市民等から意見を聴

くものとする。 

（策定過程における報告） 

第８条 市長は、基本構想又は基本計画を策定し、又は変更するときは、その過程において、

その基本的な事項を議会に報告するものとする。 

（議会の議決） 

第９条 市長は、基本構想又は基本計画を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経るも

のとする。 

（公表） 

第 10条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、その内容を公表するものとす

る。 

（委任） 

第 11条 この条例に定めるもののほか、総合計画に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（総合計画審議会条例の廃止） 

２ 鎌倉市総合計画審議会条例（昭和 41 年 10 月条例第 23号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に策定されている第３次鎌倉市総合計画は、この条例の規定により

策定された総合計画とみなす。 

付 則（平成 24 年９月 27 日条例第 12号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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７ 平和都市宣言 

平和都市宣言 

 

われわれは、 

日本国憲法を貫く平和精神に基いて、 

核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のために、 

全世界の人々と相協力してその実現を期する。 

多くの歴史的遺跡と文化的遺産を持つ鎌倉市は、 

ここに永久に平和都市であることを宣言する。 

 

昭和 33 年（1958 年）８月 10日 

鎌倉市 

 

８ 鎌倉市民憲章 

   鎌倉市民憲章 

制定 昭和 48年（1973 年）11 月３日 

前文 

鎌倉は、海と山の美しい自然環境とゆたかな歴史的遺産をもつ古都であり、わたくしたち市

民のふるさとです。すでに平和都市であることを宣言したわたくしたちは、平和を信条とし、

世界の国々との友好に努めるとともに、わたくしたちの鎌倉がその風格を保ち、さらに高度の

文化都市として発展することを願い、ここに市民憲章を定めます。 

 

本文 

１ わたくしたちは、お互いの友愛と連帯意識を深め、すすんで市政に参加し、住民自治を確

立します。 

１ わたくしたちは、健康でゆたかな市民生活をより向上させるため、教育・文化・福祉の充

実に努めます。 

１ わたくしたちは、鎌倉の歴史的遺産と自然及び生活環境を破壊から守り、責任をもってこ

れを後世に伝えます。 

１ わたくしたちは、各地域それぞれの特性を生かし、調和と活力のあるまちづくりに努めま

す。 

１ わたくしたちは、鎌倉が世界の鎌倉であることを誇りとし、訪れる人々に良識と善意をも

って接します。 

 


